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６番 齊 藤 一 成 ○  １４番 荒  哲 弘 ○  

７番 河 野 一 紀 ○  １５番 中 野 康 夫 ○  

８番 石 山  ひ ろ の り ○      

職 務 の た め 出 席 

し た 者 の 職 名 

 事務局長 倉 崎 景 一 
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議 長  会 長 牧 田 安 史 

議 事 録 署 名 委 員 
３番  高 橋 秀 和 委員 

４番  岡 本 昌 久 委員 



第９回本別町農業委員会総会 

 

 

議事日程 

開会宣言 

日程１         議事録署名委員の指名 ３番 高橋秀和委員 ４番 岡本昌久委員 

日程２  議案第１号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程３  議案第２号  現況証明願について 

日程４  議案第３号  農地法第３条の規定による許可申請について 

日程５  議案第４号  農業経営基盤強化促進法に基づく計画ついて 

日程６  報告第１号  農地法第３条許可後における賃貸借の取り下げについて 

日程７  報告第２号  農業経営基盤強化促進法における農用地利用調整結果について 

日程８  議案第５号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程９  議案第６号  農業経営基盤強化促進法に基づく計画ついて  

         閉会宣言 

        

 

 

 



- 1 - 
 

第９回 本別町農業委員会総会 

（議 事 録） 

開会宣言 

牧田議長 

 

 

日程１ 

牧田議長 

 

 

日程２ 

牧田議長 

 

 

 

吉田主事補 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（午後３時００分）  

ただ今から、第９回本別町農業委員会総会を開催いたします。 

本日の出席委員は 1３名です。 

よって定数に達しておりますので、本総会は成立しております。 

議事録署名委員の指名  

議事録署名委員を指名いたします。 

議事録署名委員は、会議規則第１４条により、３番高橋秀和委員、４番岡本昌

久委員を指名しますのでよろしくお願いいたします。 

議案第１号  農地法第１８条第６項の規定による通知について  

議案第１号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」を議題としま

す。 

１番から５番まで一括して提案します。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

議案第１号、農地法第１８条第６項の規定による通知について。次のとおり、農

地の賃貸借について関係者から解約の通知があったので承認の可否について

議決を求める。令和３年２月２５日、本別町農業委員会会長。 

議案にかかっているものについて解約の通知日から土地の引渡日まで、すべ

て６ヵ月以内であることから、解約の要件を満たしていると思われます。 

番号１番、所在・地番、●●●８３番３、地目、登記、山林、現況、畑、面積４，８

９３㎡、外３筆、計３２，３１１㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●●

●、解約成立日、土地の引渡日は令和２年９月１０日、通知のあった日は令和２

年９月１１日です。 

番号２番、所在・地番、●●●４４９番１、地目、登記・現況ともに畑、面積２３，
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牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

日程３ 

牧田議長 

 

４４２㎡、外３筆、計４２，５２６㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●

●●、解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日はいずれも令和２年１２月９

日です。 

番号３番、所在・地番、●●●９４番２内、地目、登記・現況ともに畑、面積１７，

１８１㎡、外４筆、計４９，６６５㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●

●●、解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日はいずれも令和３年１月１５

日です。 

番号４番、所在・地番、●●●４１８番２内、地目、登記、山林、現況、畑、面積

２６０㎡、外２筆、計６，７２９㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●●

●、解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日はいずれも令和３年１月２９日

です。 

番号５番、所在・地番、●●●７７番１内、地目、登記、山林、現況、畑、面積１

８２㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●●●、解約成立日、土地

の引渡日、通知のあった日はいずれも令和３年１月２９日です。 

 （井出委員着席） 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行います。 

どなたか質問ありませんか。  

（ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですのでお諮りします。議案１号１番から５番は提案のとおり承

認することに異議ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第１号１番から５番は提案のとおり承認されました。 

議案第２号 現況証明願について 

 議案第２号「現況証明願について」を議題とします。 

 事務局より提案の内容の説明を求めます。 
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吉田主事補 

 

 

 

牧田議長 

河野委員長 

 

 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

日程４ 

牧田議長 

 

 

吉田主事補 

 

 

 

 議案第２号、現況証明願について。次のとおり現況証明願があったので審議の

上、証明書を発給するものとする。令和３年２月２５日、本別町農業委員会会長。 

番号１番、所在・地番、●●●３番３、地目、登記、田、現況、宅地、面積５３９

㎡、判定地目、宅地、利用状況、宅地、所有者、●●●氏 ●●●。以上です。 

次に調査委員長から調査結果の報告を願います。 

議案第２号１番について報告します。 

令和３年２月１２日に私、河野と高橋委員、大和田委員、福田委員の４名で調

査しました。 

本申請地は登記簿上は田になっていますが、現況は宅地であると見られること

から、現況証明の発給は止むを得ないものと確認しましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から報告がありましたが、この議案に対する

質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第２号１番は提案のとおり証明書を

発給することに意義ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。したがって、議案第２号１番は提案のとおり証明書を発給

することに決定されました。 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第３号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題とします。 

はじめに、1 番から４番について提案いたします。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

議案第３号、農地法第３条の規定による許可申請について。農地法第３条の

規定による許可申請について、下記の通り提出があったので許可の可否につい

て議決を求める。令和３年２月２５日、本別町農業委員会会長。 

農地法第３条第２項各号に要する判断については、別添の農地法第３条調査
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牧田議長 

河野委員長 

 

 

 

 

 

牧田議長 

 

 

書のとおりすべての要件を満たしていると思われますので説明を省略させていた

だきます。 

番号１番、賃貸借、所在・地番、●●●６１番１３内、地目、登記・現況ともに

畑、面積１３，０９２㎡、外３筆、計１６，１０５㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主

●●●氏 ●●●、申請理由は、離農のためと経営規模拡大のためとなってい

ます。 

番号２番、賃貸借、所在・地番、●●●２７０番３内、地目、登記・現況ともに

畑、面積１４，７６２㎡、外１５筆、計１６０，４７１．６０㎡、貸主、●●●氏 ●●●、

借主 ●●●氏 ●●●、申請理由は、離農のためと経営規模拡大のためとな

っています。 

番号３番、賃貸借、所在・地番、●●●３０３番８内、地目、登記・現況ともに

畑、面積９９０㎡、外１０筆、計６０，９８７㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主 ●●

●氏 ●●●、申請理由は、離農のためと経営規模拡大のためとなっています。

番号４番、賃貸借、所在・地番、●●●６２番１、地目、登記、原野、現況、畑、

面積１８，３２０㎡、外３筆、計５４，５０７㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主 ●●

●氏 ●●●、申請理由は、非農家のためと経営規模拡大のためとなっていま

す。以上です。 

次に、調査委員長から調査結果について報告願います。 

議案第３号１番から４番について報告いたします。調査日、調査委員は議案第

２号１番と同じです。    

本申請は、農地法第３条による賃貸借の申請であり、申請書に基づき記載内

容と現地を調査した結果、申請地は農地であり、権利を取得しようとする者により

効率的に利用されると判断しましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案に対する

質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 
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牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

 

 

 

 

牧田議長 

吉田主事補 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号１番から４番は提案のとおり

許可することに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号１番から４番は提案のとおり許可することに決定されま

した。 

次に５番から９番について提案いたします。 

本件は●●●委員に関する案件ですので、農業委員会等に関する法律第３１

条の規定により●●●委員の退席を求めます。 

（●●●委員退席） 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号５番、賃貸借、所在・地番、●●●５７４番１、地目、登記・現況ともに畑、

面積１１，５４３㎡、外４０筆、計３０９，８５９．６８㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借

主、●●●氏 ●●●、申請理由は、賃貸していた土地が解約されたためと経営

規模拡大ためとなっています。 

番号６番、賃貸借、所在・地番、●●●６０７番１、地目、登記・現況ともに畑、

面積１３，２７０㎡、外２筆、計４６，３６０㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●

●氏 ●●●、申請理由は、経営規模縮小ためと経営規模拡大ためとなってい

ます。 

番号７番、賃貸借、所在・地番、●●●６１８番１、地目、登記・現況ともに畑、

面積１２，６６９㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●●●、申請理

由は、非農家ためと経営規模拡大ためとなっています。 

番号８番、賃貸借、所在・地番、●●●７５６番１、地目、登記・現況ともに畑、

面積１９，６２０㎡、外１筆、計４８，４０１㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●

●氏 ●●●、申請理由は、経営規模縮小ためと経営規模拡大ためとなってい

ます。 
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牧田議長 

河野委員長 

 

 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

 

 

牧田議長 

 

吉田主事補 

 

 

番号９番、賃貸借、所在・地番、●●●４４９番１、地目、登記・現況ともに畑、

面積２３，４４２㎡、外３筆、計４２，５２６㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●

●氏 ●●●、申請理由は、経営規模縮小ためと経営規模拡大ためとなってい

ます。 

次に、調査委員長から調査結果について報告願います。 

議案第３号５番から９番について報告いたします。調査日、調査委員は議案第

２号１番と同じです。    

本申請は、農地法第３条による賃貸借の申請であり、申請書に基づき記載内

容と現地を調査した結果、申請地は農地であり、権利を取得しようとする者により

効率的に利用されると判断しましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案に対する

質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号５番から９番は提案のとおり

許可することに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号５番から９番は提案のとおり許可することに決定されま

した。 

ここで●●●委員の復席を許可します。 

 （●●●委員着席） 

次に１０番について提案します。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号１０番、賃貸借、所在・地番、●●●９４番２内、地目、登記・現況ともに

畑、面積１７，１８１㎡、外４筆、計４９，６６５㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主

●●●氏 ●●●、申請理由は、賃貸していた土地が解約されたためと経営規
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牧田議長 

河野委員長 

 

 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

 

吉田主事補 

 

 

 

牧田議長 

 

 

 

 

模拡大のためとなっています。以上です。 

次に、調査委員長から調査結果について報告願います。 

議案第３号１０番について報告いたします。調査日、調査委員は議案第２号１

番と同じです。    

本申請は、農地法第３条による賃貸借の申請であり、申請書に基づき記載内

容と現地を調査した結果、申請地は農地であり、権利を取得しようとする者により

効率的に利用されると判断しましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案に対する

質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号１０番は提案のとおり許可す

ることに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号 1０番は提案のとおり許可することに決定されました。 

次に１１番について提案します。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号１１番、所有権移転（贈与）、所在・地番、●●●１７８番１３、地目、登記・

現況ともに畑、面積１，０８３㎡、譲渡人、●●●氏 ●●●、譲受人、●●●氏

●●●、申請理由は、非農家のためと経営規模拡大のためとなっています。以

上です。 

次に、調査委員長から調査結果について報告願います。 

議案第３号１１番について報告いたします。調査日、調査委員は議案第２号１

番と同じです。    

本申請は、農地法第３条による贈与の申請であり、申請書に基づき記載内容と

現地を調査した結果、申請地は農地であり、権利を取得しようとする者により効率



- 8 - 
 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

 

吉田主事補 

 

 

 

河野委員長 

 

 

 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

的に利用されると判断しましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案に対する

質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号１１番は提案のとおり許可す

ることに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号 1１番は提案のとおり許可することに決定されました。 

次に１２番について提案します。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号１２番、所有権移転（売買）、所在・地番、●●●３９７番１、地目、登記・現

況ともに畑、面積２，１０５㎡、譲渡人、●●●氏 ●●●、譲受人、●●●氏 ●

●●、申請理由は、高齢のためと経営規模拡大のためとなっています。以上で

す。 

次に、調査委員長から調査結果について報告願います。 

議案第３号１２番について報告いたします。調査日、調査委員は議案第２号１

番と同じです。    

本申請は、農地法第３条による売買の申請であり、申請書に基づき記載内容と

現地を調査した結果、申請地は農地であり、権利を取得しようとする者により効率

的に利用されると判断しましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案に対する

質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号１２番は提案のとおり許可す

ることに異議ありませんか。 
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牧田議長 

 

日程５ 

牧田議長 

 

 

原主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牧田議長 

 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号 1２番は提案のとおり許可することに決定されました。 

議案第４号 農業経営基盤強化促進法に基づく計画ついて 

議案第４号 「農業経営基盤強化促進法に基づく計画ついて」を議題としま

す。 

１番から３番を一括して提案します。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

議案第４号、農業経営基盤強化促進法に基づく計画について。次のとおり、農

業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画につい

て議決を求める。 令和３年２月２５日、本別町農業委員会会長。 

番号１番、所有権移転、所在・地番、●●●２２９番２、地目、登記・現況ともに

畑、面積５３７㎡、外５筆、計４７，１６０．８８㎡、譲渡人、●●●氏 ●●●、譲受

人、●●●氏 ●●●、利用権の種類、所有権、法律関係、売買、移転時期、令

和３年２月２６日、支払期限、令和３年４月１３日、引渡時期、対価の支払日、金額

１４，３７５，０００円。 

番号２番、所有権移転、所在・地番、●●●２７２番３、地目、登記、山林、現

況、畑、面積１２，４６４㎡、外１筆、計１２，８９９㎡、譲渡人、●●●氏 ●●●、

譲受人、●●●氏 ●●●、利用権の種類、法律関係、移転時期、支払期限、

引渡時期は番号１番と同じです、金額２，５３７，０００円。 

番号３番、所有権移転、所在・地番、●●●５６８番１、地目、登記・現況ともに

畑、面積４５，６１４㎡、外２筆、計６８，９４２㎡、譲渡人、●●●氏 ●●●、譲受

人、●●●氏 ●●●、利用権の種類、法律関係、移転時期、支払期限、引渡

時期は番号１番と同じです、金額１１，２０７，０００円。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行います。

どなたか質問ありませんか。 
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牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

 

 

牧田議長 

日程６ 

牧田議長 

 

吉田主事補 

 

 

 

 

 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

日程７ 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第５号１番から３番は提案のとおり

決定することに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、議案第５号 1 番から３番は提案のとおり決定されました。 

ここで追加議案を提出いたします。 

追加議案を配付しますので暫時休憩いたします。 

（議案配付） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

報告第１号 農地法第３条許可後における賃貸借の取り下げについて 

 報告第１号 「農地法第３条許可後における賃貸借の取り下げについて」を議

題とします。 

 事務局より報告の内容の説明を求めます。 

 報告第１号 農地法第３条許可後における賃貸借の取り下げについて。次のと

おり、農地法第３条で許可した賃貸借について取り下げがあったので報告する。

令和３年２月２５日、本別町農業委員会会長。 

 番号１番、所在・地番、●●●５５２番２内、地目、登記、原野、現況、畑、面積１

１，０８１㎡、外８筆、計５９，８６３㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏

●●●、賃貸借の取り下げをする理由、貸主が現在受けている税制優遇の適用

が受けられなくなるため、借主の了承のより取り下げるものです。 

 ただ今、事務局から説明がありましたが、この報告に対する質疑を行います。

どなたか質問ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり）  

質問がないようですので、報告第１号１番はこれで報告済みとします。 

報告第２号  農業経営基盤強化促進法による農用地利用調整結果について 
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牧田議長 

原主査 

 

 

 

 

 

 

牧田議長 

川初委員長 

 

 

 

 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

日程８ 

牧田議長 

 

 

報告２号「農業経営基盤強化促進法による農用地利用調整結果について」を

議題とします。 

事務局より報告の内容の説明を求めます。 

報告第２号、農業経営基盤強化促進法による農用地利用調整結果について。

農業経営基盤強化促進法に基づき農用地利用調整委員会による調整を行った

ので下記のとおり報告する。令和３年２月２５日、本別町農業委員会会長。 

番号１番、出し手の住所・氏名、●●● ●●●氏、Ａ団地、土地の所在、●

●●８３番１３、地目、登記、山林、現況、畑、面積４，１６３㎡、外３筆、計２９，６４３

㎡、評価価格、５，９７４，０００円。なお、土地評価表、特記事項につきましては記

載のとおりです。 

次に調整委員長から調整結果について報告願います。 

報告第２号１番について報告いたします。現地調査、調整委員会ともに令和２

年９月１１日に実施し、当日の調整委員は私、川初と山下委員、荒委員、地区の

石山委員にアドバイスをお願いして行いました。 

●●●氏が売買を希望している農地について調整を行った結果、Ａ団地は当

該地区標準モデル価格２８４，０００円、土地評価点７１点、１０ａ当り２０１，６００円

で●●●氏と調整を行ったところ、出し手、受け手双方の合意により調整が成立

したことを報告します。 

ただ今、事務局並びに調整委員から説明がありましたが、この報告に対する質

疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり）  

質問がないようですので、報告第２号１番はこれで報告済みとします。 

議案第５号  農地法第１８条第６項の規定による通知について  

議案第５号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」を議題としま

す。 

１番から３番を一括して提案します。 
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吉田主事補 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

議案第５号、農地法第１８条第６項の規定による通知について。次のとおり、農

地の賃貸借について関係者から解約の通知があったので承認の可否について

議決を求める。令和３年２月２５日、本別町農業委員会会長。 

議案にかかっているものについて解約の通知日から土地の引渡日まで、すべ

て６ヵ月以内であることから、解約の要件を満たしていると思われます。 

番号１番、所在・地番、●●●４３番５、地目、登記・現況ともに畑、面積４，４７

８㎡、外２筆、計１２，３２８㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●●

●、解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日はいずれも令和３年１月２９日

です。 

番号２番、所在・地番、●●●３１４番１０、地目、登記、田、現況、畑、面積１

２，４９７㎡、外４筆、計３２，１８５㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏

●●●、解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日はいずれも令和３年１月２

９日です。 

番号３番、所在・地番、●●●１１７番２内、地目、登記、原野、現況、畑、面積

１６，６６６㎡、外２筆、計３０，０１７㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏

●●●、解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日はいずれも令和３年１月２

９日です。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行います。 

どなたか質問ありませんか。  

（ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですのでお諮りします。議案５号１番から３番は提案のとおり承

認することに異議ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第５号１番から３番は提案のとおり承認されました。 
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日程９ 

牧田議長 

 

 

原主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牧田議長 

 

川初委員 

牧田議長 

川初委員 

 

吉田主事補 

牧田議長 

議案第６号 農業経営基盤強化促進法に基づく計画ついて 

議案第６号 「農業経営基盤強化促進法に基づく計画ついて」を議題としま

す。 

１番と２番を一括して提案します。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

議案第６号、農業経営基盤強化促進法に基づく計画について。次のとおり、農

業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画につい

て議決を求める。 令和３年２月２５日、本別町農業委員会会長。 

番号１番、賃貸借、所在・地番、●●●５５２番２内、地目、登記、原野、現況、

畑、面積１１，０８１㎡、外８筆、計５９，８６３㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、

●●●氏 ●●●、利用権の種類、賃借権、法律関係、賃貸借、始期、令和３年

２月２６日、終期、令和１１年５月３０日、期間、８年３ヵ月、金額、１０ａ当６，１５０

円。 

番号２番、所有権移転、所在・地番、●●●８３番１３、地目、登記、山林、現

況、畑、面積４，８９３㎡、外３筆、計３２，３１１㎡、譲渡人、●●●氏 ●●●、譲

受人、●●●氏 ●●●、利用権の種類、所有権、法律関係、売買、移転時期、

令和３年２月２６日、支払期限、令和３年６月３０日、引渡時期、対価の支払日、金

額５，９７４，０００円。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行います。

どなたか質問ありませんか。 

はい。 

川初委員。 

１番の●●●さんと●●●さんの賃貸借ですが、３条の賃貸借の取り下げがあ

りましたが、また賃貸で出てくるというのはどういうことですか。 

はい。 

吉田主事補。 
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以上、会議のてん末を録し議事録とする 

以上のとおり相違ないことを認め署名する。 

 

令和 ３ 年 ２ 月 ２５ 日 

  

 

議   長     牧 田 安 史   ㊞ 

 

 

署名委員     高 橋 秀 和  ㊞ 

 

 

吉田主事補 

 

 

川初委員 

牧田議長 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

 

 

●●●さんの農地は生前贈与を受けたもので贈与税等の納税猶予を受けて

います、その土地を貸付けする場合、猶予を継続するには特定貸付でなければ

ならず、基盤強化法による賃貸借とするものです。 

 わかりました。 

 ほかにありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第６号１番と２番は提案のとおり決

定することに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、議案第６号 1 番と２番は提案のとおり決定されました。 

以上で、本日の総会に提案された案件は全て終了しました。これで会議を閉じ

ます。大変ご苦労さまでした。 

午後３時３３分終了する。 
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署名委員     岡 本 昌 久  ㊞ 
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